
　具体的事例ではないが、構成部材の調査の中で得られた、改修の要素技術の資料に関して、次章

３章においてまとめる。

　その上で、本論で取り上げる事例に関して前頁図 2.2.2.2 の分類を用いて次章 3章 2節において、

23事例を構成部材の改修に関する調査結果をまとめ、特徴の抽出を行う。

そして次次章４章にてその分析を行う。
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3
序章

１章　

日本の産業建築と改修に関する資料

２章

調査事例の抽出と分析手法の検討

３章

事例調査資料の整理

４章

産業建築の改修手法の分析

終章

巻末編
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３．１  改修手法のための要素技術に関する資料

　産業建築は様々な小規模改修を行いながら、生産の変更に対応しているが、本節においては、改

修事例では無いが、事例調査する中で、それら通常行われる改修のための要素技術に関して得られ

た資料をまとめる。

　また、次節 2.4 で扱う改修事例にはこれらの要素技術を応用した事例が多く存在する。

３．１．１  空間 ・ 構造に関わる改修の要素技術　－ SMD 構法－

　日本において大型の産業建築が立地するのは主に臨海部である。臨海部の多くは地盤が軟弱であ

るため、地質改良や支持層までの地杭がなくしては建築を作ることができない。また、下図 3.1.1.1

の右のほうに見られるように設備のうち、重量があるものや、鉄鋼やガラスなどの圧延の機械など

設置精度の必要なものに関しても、設備用の基礎が打たれている。

図 3.1.1.1　基礎のイメージ　

　臨海部の産業建築の建設にかかる費用の大半は基礎部であり、一般的な建築とは決定的に異なる

点である。上部を完全に撤去して、基礎のみ継続で用いて改修する事例もある。

　上部の改修を行う際、問題となるのが基礎杭の位置とフーチングの大きさであり、例えば生産ラ

インの変更に伴う設備の位置変更、点検路の増築等を行う際基礎の打ち増しが必要となる。（よっ

て生産施設は上部構造以上に基礎図面を厳重に保管している。）その際に基礎杭打設用の重機を入

れなくてはいけないが、屋根が低い部分、または上に上階天井がある場合、重機を入れることがで

きない。そこでＳＭＤ構法を用い

ることで、比較的小さな重機で施

工することができる。

図 3.1.1.2　ＳＭＤ用重機サイズ　
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　【ＳＭＤ杭工法の概要】

　くい先端部の外周に杭径の 2倍から 3倍程度の大きさの螺旋翼（外翼）

を取り付けた鋼管杭を右回転により回転貫通させる工法である。( 先端Ｎ値

６以上の粘土質・砂地盤に適応 )（右図 3.1.1.3　3.1.1.4）

　低騒音・低振動での施工が可能であり、また、地質改良工法や先端根固

め工法などのセメントミルクを使用しないので排土処理が一切不要であり、

掘削土や泥水などが発生しないため、二次公害の心配も無い。

　何より施工機械も小型であり、低騒音・低振動での施工が可能でありる

ため住宅密集地でも施工に問題が少ない。持ち運びや、施工性に優れ、屋

内設備や床用基礎の打設などにも有効である。 

施工順序としては以下の通りで

①杭の立て込み

杭を釣り込んで杭先端を杭芯にセットし、振れ止め装置で固定する。

②杭の回転貫入

杭に回転駆動装置により回転力を与えて地盤中に回転貫入させる

③杭の接続

下杭を適切な位置で打ち止め、中杭または上杭を接続する

④杭の施工完了

所定の深度まで回転貫入させて打ちとめ、回転キャップを外して

施工を完了する。

図 3.1.1.3　ＳＭＤ図

写真 3.1.1.4　ＳＭＤ写真

写真 3.1.1.6　工場屋内施工

写真 3.1.1.5　施工写真

鋼管杭施工の新たな構法であるが、

倉庫・工場などの産業建築の改修には非常に有効である。特に杭

及び基礎耐力の補強だけでなく、中間層追加や、新設備用の基礎

を打設するにも、

基本的に天井クリアランスさえあれば施工が可能である。（写真

3.1.1.6）工場等では近くで精密な作業を行う機械が稼動している

時に、大きな振動を出すことができないため、低振動と言う面に

おいても、非常に有利である。

　建屋を生かしたまま、設備のアップグレードに伴う高度利用化

はこれまでも多かったが（写

真 3.1.1.7)、この構法を用い

ればこれまで、基礎が打てな

くて改修が行えなかった物件

に関しても、改修が可能にな

り、改修可能性が上がること

が予想される。

写真 3.1.1.7　工場屋内施工

044



３．１．２  設備に関わる改修の要素技術　－クリーンルーム施工システム－

　高付加価値産業の生産施設にはクリーンルームは必要不可欠

である。クリーンルームはクリーンレベルによって、床下と天

井に適切な大きさの気室を設けなくてはならない。クリーン

ルーム天井にはＦＦＵ（ファンフィルターユニット ) が取り付

けられ、気室の空気をフィルタリングして、作業空間に送る。

　近年において多くなってきた事例として、郊外の倉庫や事務所建築を購入し、クリーンルーム化

して使うという事例がある。または、既にクリーンルームを持つ工場が、生産拡大や、研究施設を

増やすために、これまで使っていた事務所や食堂などの施設をクリーンルーム化して対応すると言

う事例も見られる。これらの場合、元々が事務所用であったり、別用途の建物であるため、天井高

が十分に確保できない場合がある。

　これまでのＦＦＵの施工は図 3.1.2.2 にあるように人がシステム天井に上って施工するため、躯

体天井下に 1200-1300mm程度必要であった。しかし通常のクリーンレベルの施設でそれほどの気

室は不要であり、むしろ作業室内天井が低くなってしまい、場合によっては機械を入れることがで

きなくなってしまう。そのため、これまで、施工できなかった事例もある。

　

　この問題に対して、国内ゼネコンの甲社が開発したＦＦＵ施工方法により、これまでより天井の

施工高さを５００ｍｍ上げることが可能になった、具体的には専用のハンガーを用いることで、従

来必要であった施工高さより下げることができる構法である。（図 3.1.2.3）

　

写真 3.1.2.1　クリーンルーム断面

図 3.1.2.3　クリーンルーム新施工システム図 3.1.2.2　従来クリーンルーム施工法

新システム従来システム
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　施工法は前頁の通りであるが、ＦＦＵ施工の為にはシ

ステム天井を組む必要がある。FFU は平均①ユニットあ

たり４０ｋｇあり、躯体に十分な強度が無いと、躯体か

らの吊天井では支持できない。そのためにも既存の空間

に入れ子状にフレームを組みそこから下がりをつけるの

であるが、そのための施工高さを下げる技術と材料の開

発も同時に行われている（写真 3.1.2.4）

　

図 3.1.2.4　技術研究所の様子

図 3.1.2.5　ハンガー断面図

図 3.1.2.6　FFU 施工の様子 図 3.1.2.7　クリーンルーム化前と後
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３．１．３  意匠部材 （内外装） に関わる改修の要素技術　－カバー構法－

　1章においても分析したが高度経済成長期に建てられた産業建築の多くは構造には手間をかけた

が、外装材や内装は極めて簡素に作った。特に多く用いられたスレートやスチール波板、内部材料

では木毛セメント板等はちょうど近年が交換時期であり、実際の建物を外から見ても、鉄部やファ

スナーの錆、スレートの割れや剥落が多く見られ、調査では台風の時に一部が丸ごと飛んでいって

しまったというところもあった。内部でも、天井材の落下、雨漏りが問題となっている。

カバー構法とは名の通り古い部材をカバーしながら新しい部材を施工する方法である。高度利用の

ための改修の前提条件として、ストックとしてふさわしいかと言う施主の判断基準は重要であるた

め、美観は重要である。しかしながら特にカバー構法には美観の向上に加え、

　・工場を操業しながら施工が可能

　・アスベスト入り材料には穴あけ加工等を行わなくても施工が可能

　・内部環境の改善を同時に行う。（断熱性・遮音性・防水性の強化）

　・屋根重量の増加にならないような材料の軽量化

などの性能が求められている。

鉄鋼メーカー乙社はこの問題に対して同社の施工

部門と共同して、軽量な外装材とその接合部材の

開発と施工法・技術の開発を行っている。一般に

知られるところのカバー工法は右図・写真に見ら

れるように既存屋根にファスナーを取り付け、そ

の上に野地板、外装材を施工する物であるが。様々

な施工条件に対応できるようにしている。

また、下写真のように、既存スレート屋根とカバー

屋根のあいだにグラスウールを敷き込み断熱性能

を高める等、外装のリニューアル以上の効果を持

たせている。（図 3.1.2.10）

図 3.1.2.8　カバー構法その①図

図 3.1.2.9　カバー構法その①写真図 3.1.2.10　断熱の効果
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写真のような端部でRのついた部分も現場で容易に曲げ加工、

施工できるように材料・治具の開発も行っている。　

場合によっては 50 年以上経過したスレートに施工しなくて

はいけない場合もある。

当然人はそのまま乗って作業することはできない。

そこで下図・写真の構法を用いることで、施工時の人の重量

や、屋根材の重量が一点に集中するのを防ぎ、施工を可能に

する。また、同時に内部への部材の剥落を防ぐためのエポキ

シ樹脂浸透による接着・保護も行っている。

図 3.1.2.12　カバー構法その②写真 図 3.1.2.13　カバー構法その②図

図 3.1.2.11　端部施工例写真

壁面についても、改修手法は研究されて

いる。屋根に比べると雨漏りの問題が無

いため、修繕が後手になり、逆に程度が

悪い場合が多い。

　改修には屋根より重力による強度の問

題が大きくなるだけでなく、窓や入口な

どの開口部との取合い部が問題となる。

乙社の商品では、既存の開口部をカバー

して埋めることも、逆にある程度なら開

口を増やすことも可能とした。

　

　このような要素技術の集積があり、初

めて（写真 3.1.2.16) のような改修事例

が成り立つ。

図 3.1.2.14　カバー構法壁面　図

図 3.1.2.15　カバー構法壁面　写真

図 3.1.2.16　カバー構法事例　写真
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３．２  改修事例の資料と要素の抽出

　本節では２．１において抽出した２３事例調査結果をまとめたものを次頁から６ページに渡

り示す。

　また、ヒアリング調査を行期、より深く調査をすることができた事例に関しては巻末・資

料編に追加し、調査シート及び、分析内容に対応する図面・写真を示す。

図 3.2　データシートテンプレート　
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事例名

改修趣旨

建築年代・区分

既存の主体構造

空間・構造に関する

改修の内容

設備に関する

改修の内容

評価（X/Y/Z)

評価（X/Y/Z)

意匠部材に関する

改修の内容

評価（X/Y/Z)

事例１

紡績工場を改修・増築し、音

楽ホール・練習所へと用途変

更。

昭和 4年　ⅱ

鉄骨造平屋一部 2階

・既存部に RC 打設による、

間仕切りを追加しさらに増築

を行った。

音楽ホールへの変更に伴い、

音響設備・防音設備・クレー

ン・スプリンクラーなどの追

加。

X

X

既存建物のノコギリ屋根の外

形は意識しつつも、材料など

は一新している。

Y

写真　１

写真　２

写真　３

事例 2 事例 3

建築面積が 16ha の大規模上

屋を 16分割して分譲。

昭和 53年　ⅳ

鉄骨造平屋

既存構造に持たせる形で間仕

切りを設置。

工業用水や電力のための地下

配管をやり直し、防火設備も

強化を行った。

Y

Y

既存の建物の意匠に関しては

一切言及が無い。断面は新材

で張替え。

Z

鋼板圧延工場を内部分割の

上、道路側の上屋をスタジオ

として用途変更

昭和 10年　ⅱ

鉄骨造平屋

既存部土間コンクリートへの

アンカー打ち込み＆軽鉄下地

による間仕切りの設置。

スタジオ設備のために音響設

備・防音設備・クレーン・ス

プリンクラーなどの追加を

行った

X

Y

建物の一部やクレーンゴンド

ラは撤去せず残しているが、

外装は全てカラー鋼板でカ

バーしている。

Y
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